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ゲートキーパー（門番）法は、マネーロンダリング

（資金洗浄）等の疑いさえあれば、本当はそうでなく

て：b、弁護士が依頼者を「密告」しなけれぱならない

という制度です。しかも、「密告」先は、最終的に

警察とされています。これでは、市民が安心して弁護

士に季目談でiぎなくなります、

ゲートキーパー法に反対する市民集会
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連絡先：大阪弁護士会（担当　西村）TEL　O6・6364－1227

【交通手段1

地下鉄京眼「、建睡棲訳」1番出口よD徒歩10分

地下鉄・票阪「北浜駅jより徒歩ア分

・壇下鼓「南森町駅』嗜出口よD徒歩犯分
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秘密を守ることこそ弁護士制度の根幹です。弁護士が依頼

者の秘密をもらしたり、警察に密告する等ということは、

弁護士制度を根底から否定しかねません。

市民が法律の助けを必要としたとぎ、専門的知識を駆使し

て市民の権利を守るのが弁護士の使命です。

「テロ対策」という流れがこの国を「監視社会」に変えよう

としています。

ゲートキーパー法は、弁護士だけの問題ではなく、市民の

権利にかかわる深刻な問題なのです。

目の前に迫ったこの重大な問題を、私たちと一緒に考えて

みませんか？
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